
 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 係員 

       

付議・報告部課      

令和４年１１月１４日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 
１ 日時及び場所 
令和4年11月14日（月）午前9時30分～ 東庁舎1階会議室101 
２ 出席者 
環境課         竹田課長、新山係長、佐藤主任主事 
公共施設マネジメント課 鈴木課長、落合副主幹 
３ 件名 
公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入について 
４ 会議結果 
■ 案のとおり決定する。 
□ 一部修正の上、決定する。 
□ 継続して検討する。 
□ 案を否決する。 
□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 
・表１の削減シミュレーションに今年度に改修工事が終わる七次台中学校が記載されて
いない理由は。 

→表１は、白井市公共施設個別施設計画と白井市学校施設の長寿命化計画で来年度以降
に予定している施設を掲載している。 

・ゼロカーボンシティに向けた取組は市だけが行うものか。 
→ゼロカーボンシティは市全体で取り組む内容であるため、市のみではなく、市民、事
業者へ周知しながら取り組んでいくよう説明する。 

 市民には住宅用への補助金の交付等を、事業者には先月の１０月１９日に開催した事
業者向けのオンラインセミナー等を通して、情報発信を引き続き実施していく。 

・財政面においてもどのような影響があるのか、電気料金とＣＯ 排出量の比較を示す
など、費用と効果について数字で示した方がよい。 

→国の補助金を活用する予定であり、市の支出は増えてしまうが、脱炭素への効果が見
込めるため、費用面と効果を示した資料を作成し、全員協議会でも説明する。 

・メガソーラーによる光害など、市が太陽光パネルに積極的に取り組むことによって、
市内に太陽光パネルが乱立しないか。健康被害、景観、土地利用等の問題が出ること
も考えられる。このことに対して、どのように取り組むのか。 

→市では、「白井市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を定め
ており、適正な手続きを指導することにより対応している。 

 また、本件は庁舎の屋上に設置するが、このような問題が発生しないよう業者と確認
の上、対応していく。 



・防災力の強化とあるが、どのくらい効果が見込めるのか。 
→停電時用の発電装置はあるが、加えて本件により、太陽光発電と蓄電池による電力供
給の強化が見込める。 
夜間等の緊急時のために蓄電池を設置することにより、停電時のパソコン使用な
ど、災害対策本部になる庁舎の防災力強化につながると考えられる。 

・補助金の対象とならない場合はどのように対応するのか。 
→再エネ導入は、ゼロカーボンシティの実現に向けた重要な取組であるため、基本的に
は推進するものである。推進するに当たり、財政負担を軽減するため、補助金の有効
活用を図っていくこととする。 

 
備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

部課名 市民環境経済部　環境課

付議事案

公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入について

（現状）
　白井市は令和4（2022）年2月に2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼ
ロカーボンシティ」の実現に向けてチャレンジして行くことを表明し、「白井市第3次環境
基本計画」及び「白井市第5次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、現
在省エネ機器等の導入や脱炭素化に向けた意識の醸成に取り組んでいる。
（課題）
　市の事務及び事業における温室効果ガス排出量を平成25（2013）年度比で令和12
（2030）年度に46％削減を目標としているが、見込みでは39.5％となっているため現在
できる有効な手段を導入するとともに、未来を見据えた具体的な対応策の案を示し脱炭
素化に取り組む必要がある。

　温室効果ガス排出量を令和12（2030）年度に46％削減、さらに2050年までに
「ゼロカーボンシティ」を達成する。

　市役所本庁舎・東庁舎・保健福祉センターに太陽光発電パネルを設置する。
　なお、市が率先して取り組むことにより、市民及び事業者等に対する取組の促
進を図るとともに災害対策本部となる庁舎の防災力の強化を図る。
　また、設置への手法は、国の補助制度が見込めるＰＰＡ※制度を活用し、令和5
年度に本庁舎・東庁舎へ、令和6年度に屋根防水改修が完了する保健福祉セ
ンターへ設置する。
　その他の施設については、財政状況や施設の改修計画等を踏まえて対応す
る。

※PPA（電力販売契約）Power Purchase Agreement の略。
事業者が発電設備を設置（初期投資は不要）し、発電した電気を需要家（自治
体・企業等）が使用することで、温室効果ガス排出量を削減。設備の導入費用
等は、毎月の電気使用料で支払うことになり、協定（契約）期間は約20年。

令和 4 11 14

付議書（行政経営戦略会議）

　令和4年度からＰＰＡによる本庁舎・東庁舎及び保健福祉センターへの再生可能エネ
ルギー設備の導入について着手する。

【関係課協議】
①R4.10.3(月)：公共施設マネジメント課
協議事項：市の取組としての有効な手段について
結果：ＰＰＡによる公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入は、
　　　 温室効果ガス排出削減には有効な手段。
②R4.10.13(木)：公共施設マネジメント課・財政課
協議事項：令和4年度から新規事業として取り組む事について
意見：率先して取り組む事は重要である。
　　　　R4において予算計上はないが、後期実施計画外の事業着手であるため、
　　　　議員説明が必要である。
　　　　計画への位置づけは、実施計画の見直しに合わせて行うことが望ましい。
　　　　実施には、補助金の確保が重要となるため、国の動向を注視すること。
【部内会議】
〇R4.11.2(水)
意見：公共施設等への再生可能エネルギー設備を導入することで、費用面では、
　　　　毎月支払う電気料金が上がるが、市役所本庁舎・東庁舎・保健福祉センターに
　　　　再生可能エネルギー設備を導入することは、温室効果ガス排出量の削減や、
　　　　防災力の強化につながり、また、ＰＰＡにより導入することは、設備の維持管理や
　　　　設備費用の平準化の面からもメリットがあり、現時点において補助金の確保が
　　　　見込まれることからも、検討を進めることはよい。



■ □ □ □ （

年代 場所 目的 手段全ての年代 環境・自然 大規模修繕・工事

参考情報

市内全域カテゴリー

まで）

有 定例記者会見（R4.11.17）

有 議員全員協議会（R4.11.1 広報・ＨＰ等 有 ＨＰ

無 報道発表

今後の
スケジュール

地球温暖化対策の推進に関する法律

公共施設マネジメント課

千円 （うち特定財源 千円）

有 計画策定時に市民参加済（環境審議会へ報告予定）

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

議会説明

○令和4年11月14日　：行政経営戦略会議（付議）
○令和4年11月15日　：議員全員協議会
○令和4年12月9日　　：随契審査会（プロポーザル）
○令和4年12月23日　：環境審議会（報告）
○令和5年1月～2月　：プロポーザル
○令和5年3月　　　　　：協定（契約）締結

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課



単位：ｔ-CO 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

１　　大山口小学校 6 6

２　　七次台小学校 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

３　　池の上小学校 4 4 4 4 4 4 4

４　　桜台小学校 11 11 11 11 11 11

５　　白井中学校 4 4 4 4 4 4 4 4

６　　南山中学校 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

７　　七次台中学校 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

８　　桜台中学校 8 8 8

９　　公民センター 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

１０　白井コミセン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

小計（Ａ） 19 19 23 27 38 38 38 46 52 52

令和２年度比での削減量（Ｂ） 78 155 233 310 388 465 543 620 698 775

電力排出係数（㎏‐CO  /kWh） 0.365 0.354 0.342 0.331 0.319 0.308 0.296 0.285 0.273 0.262 0.25

97 174 256 337 426 503 581 666 750 827

3,848 3,751 3,674 3,592 3,511 3,422 3,345 3,267 3,182 3,098 3,021

22.9% 24.9% 26.4% 28.1% 29.7% 31.5% 33.0% 34.6% 36.3% 38.0% 39.5%

表１

基準年度比の削減効果（％）

温暖化
（事務事業編）

計画書
Ｐ１６

温暖化
（事務事業編）

計画書
Ｐ１７

対策効果（Ａ＋Ｂ）

温室効果ガス総排出量（ｔ‐CO  ）

　　　　　　　　　　　　白井市第５次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）内で見込んでいる削減効果（▲３９．５％）
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【位置づけ】

款 項 目

款 項 目

年
度
別
計
画

Ｒ７

Ｒ３

Ｒ４

Ｒ５

Ｒ６

5

コード Ｄ-1-02

目的

4

予算 一般会計 2 1

分野別

省資源・省エネルギー・再生可能エネルギー推進事業
内容変更（案）

予算

D　環境・自然

１　生活環境保全

担当課 環境課事業名 省資源・省エネルギー・再生可能エネルギー推
進事業

一般会計 41

・市民、事業者への情報発信
・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の交付
・保健福祉センター屋上に太陽光パネル設置、運用開始

・市民、事業者への情報発信
・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の交付
・２０３０年を見据えた脱炭素化の推進
・２０５０年を見据えた脱炭素化の検討

実施計画については改訂があった際に反映する予定です。

　２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指
し、市民・事業者・市が一体となって脱炭素化に取り組む。
　また、住宅への省エネルギー設備の設置を促進し、地球温暖化の防止及び環境への負
荷の低減に資するエネルギーの有効活用を図る。

○市民
住宅用省エネルギー設備の設置者に対して、設置費用の一部を補助する。
【対象設備】 ・太陽光発電システム・太陽熱利用システム・家庭用燃料電池システム・
定置用リチウムイオン蓄電システム・窓の断熱改修・電気自動車・Ｖ２Ｈ充放電設備
○事業者
国等の補助金の情報提供や講座等を開催し、省エネ機器等の導入促進や省エネ活動の
普及に取り組む。
○市
公共施設の省資源、省エネルギー、再生可能エネルギー推進に向けて検討、実施する。
国、県、他市町村等との協力・連携の上、脱炭素化を推進する。

・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の交付
・地球温暖化に係る問題について市民、事業者へ啓発
・「ゼロカーボンシティ」表明
・白井市第３次環境基本計画策定
・白井市第５次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定

・市民、事業者への情報発信
・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の交付
・公共施設への太陽光パネル設置検討、業者選定

・市民、事業者への情報発信
・住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の交付
・市役所本庁舎、東庁舎屋上に太陽光パネル設置、運用開始

内容

事
業
概
要


